
　30円の燃えるごみ処理券の使用期
限は、９月30日（木）までです。
　10月１日（金）からは、使用するこ
とができません。また、払い戻しも
できませんので、期限までに使用し
てください。

問 環境安全課   ☎ 32-9321

30 円の燃えるごみ処理券
使用期限について

み　ほ　ん

ＳＨＩＫＡ     ＴＯＷＮ
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ　ＰＡＲＫ

情     報
パーク

町内交通事故・火災発生状況
（令和３年７月１日現在）

令和３年１月からの累計 前年比

交 通

事 故

件 数 10件 ２

負傷者数 12人 ３

死 者 数 ０人 △１

火 災

建 物 １件 ０

林 野 ０件 ０

そ の 他 １件 １

負傷者数 ０人 ０

火災などの問い合わせは…☎22-2999

納　税

納期限：８月２日㊊
・固定資産税（２期）
・国民健康保険税（１期）
・後期高齢者医療保険料（期）
・介護保険料（期）

納期限：８月31日㊋
・町県民税（２期）
・国民健康保険税（２期）
・後期高齢者医療保険料（期）
・介護保険料（期）

お知らせお知らせ

催し物催し物
◆ 受験資格　
　令和３年４月１日において、高等学校
または中等教育学校を卒業した日の翌日
から起算して２年を経過していない人、
および令和４年３月までに高等学校また
は中等教育学校を卒業する見込みの人

◆ 申し込み　　インターネット受付
　　　　　　　　８月26日㊍～９月６日㊊
◆ 一次試験　　10月30日㊏・31日㊐㊐
◆受験案内 （最新の試験情報はホームページなどで必ず確認してください）
　海上保安庁
　　https://www.kaiho.mlit.go.jp/recruitment/admission/jcga.html　　→

問 第九管区海上保安本部総務部人事課
     （フリーダイヤル：0120-444-576）
問 金沢海上保安部管理課  ☎  076-266-6115

目指せ！「海上保安官」将来の幹部職員養成
海上保安学校学生採用試験

◆ 対　象　七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町に住む成人男女
◆ 運行日　日帰りコース（４回）
　　９月28日㊋　小松の芸能を学び、自然に触れるコース
　　10月10日㊐　白山近郊の自然を巡るコース
　　10月29日㊎　開創700年の寺院と日本初尽くめの空港を巡るコース
　　11月９日㊋　今年も行きます！新しい  「顔」を巡るコース

◆定　員　    各コース20人（申込多数の場合は抽選）
◆参加費用　コースにより異なります
◆募集期間　８月４日㊌～18日㊌（当日消印有効）
◆申込方法　はがき、Ｅメール、ＦＡＸ いずれかでの申し込み

★詳しくは・・・
   問申  石川県中能登総合事務所 企画振興課  ☎ 0767-52-6113

個人県政学習バス参加者募集

警察官Ｂ・女性警察官Ｂ
の採用募集

◆受付期間　８月２日㊊～８月31日㊋

◆受験資格　大学卒および令和４年３
　　　　　　月までに大学卒業見込み
　　　　　　の人以外で昭和63年４月
　　　　　　２日～平成16年４月１日
　　　　　　に生まれた人

◆ 第１次試験
　筆記試験　９月19日㊐
　体力試験　10月２日㊏

◆ 第２次試験   10月下旬

 問 羽咋警察署 警務課　
     ☎ 22-0110

「原爆と人間」パネル展

　戦争の悲惨さを広く町民の皆さん
に知ってもらい、平和の尊さについ
て考えていただくため、パネル展を
開催します。ぜひこの機会にご覧く

ださい。

◆期　間　８月６日 ㊎～ 17日 ㊋
◆場　所　志賀町役場本庁舎
　　　　　町民ホール
問 総務課　☎ 32-9311
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子育て世帯生活支援特別給付金
( ひとり親世帯以外の子育て世帯 )

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する
中で、低所得の子育て世帯を支援するため、特別給付金
を支給しています。

◆ 支　給　額　児童１人につき一律５万円

◆ 支給対象者　次の①②の両方にあてはまる人
　① 令和３年３月31日時点で、18歳までの 児童（障が
　　い児の場合20歳未満）を養育している父母など。
　　（令和４年２月末までに生まれた新生児なども対象）
　② 令和３年度住民税非課税の人、または令和３年１
　　月１日以降の収入が急変し、住民税が非課税相当
　　の収入になった人

　※ 支給対象者で、 令和３年４月分の児童手当（公務員
　　を除く）、または特別児童扶養手当の受給者で、住
　　民税非課税の人は、申請不要です。
　　それ以外の人は、申請が必要です。
　　（例） ・高校生のみを養育している人
　　　　・公務員
　　　　・令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民
　　　　　税が非課税相当の収入になった人
　　

◆ 申請方法　令和４年２月28日までに、申請書を必要
　　　　　　書類とともに住民課に提出してください。
　　　　　　申請書は町ホームページほか役場住民課
　　　　　　まで連絡すれば郵送します。

 問申  住民課 ☎ 32-9122  
 問 厚生労働省コールセンター (平日：9:00 ～ 18:00)   
      ☎ 0120-811-166

「子どもの人権 110 番」強化週間

　「いじめ」や体罰、不登校や親による虐待といった、
子どもをめぐる人権問題は周囲の目につきにくいこと
が多く、また、被害者である子ども自身も、その被害
を外部に訴えるだけの力が未完成であったり、身近に
相談できる大人がいなかったりする場合が少なくあり
ません。
　「子どもの人権110番」は、このような子どもの発す
る信号をいち早くキャッチし、その解決に導くための
相談窓口です。相談は、金沢地方法務局において、人
権擁護委員および担当職員がお受けします。
相談無料、秘密厳守。  　
  ☎ 0120-007-110（全国共通フリーダイヤル・無料）
　全国統一番号で最寄りの法務局につながります。
　（土・日曜日は名古屋法務局につながります）

　《受付時間》
　８月 27 日㊎　　　　        　　  8:30 ～ 19:00
　８月 28 日㊏・29 日㊐     　　　10:00 ～ 17:00
　８月 30 日㊊～９月２日㊍　    　8:30 ～ 19:00
※ パソコンでのメール相談は 24 時間
　 受け付けています。
     法務省のホームページからアクセス
　 できます。

農地パトロールを実施します

　農業委員会は農地法の規定により、遊休農地の実態把握と発生防止・解消、農地の違反転用の防止を目的に、「農地

パトロール（利用状況調査）」を実施します。期間中は調査員ができるだけ正確に調査するために農地内に立ち入ったり、

現況写真を撮る場合があります。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

　◆ 調査期間　８月～10月　必要に応じて期間以外に調査を行う場合もあります
　◆ 調査範囲　町内全域の農地
　◆ 調査方法　調査員が農地を見回り、耕作の状況などを確認します。なお、調査
                                 員は農業委員や農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員です

　◆ 調査結果　農地として再生可能な遊休農地と判断した場合は、農地法に基づき  
                                 所有者または管理者に対し、今後の農地の利用について「利用意向調査」を実施します

問 農業委員会　(農林水産課内)    ☎ 32-9290
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　家屋の固定資産税は、毎年１月１日現在に建ってい
る建物に課税されます。
　税務課では、町内の新・増築家屋や取り壊し家屋の
把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、
次のようなときは、税務課固定資産税担当まで届け出
をお願いします。

令和３年中に・・・
● 新築・増築をしたとき
　税務課職員が伺い、固定資産税の基礎となる評価額
を算出するため家屋評価を行います。
　評価は、完成後順次行う
予定ですが、入居前に評価
を希望する人は、完成後早
めに連絡してください。
都合の良い日を相談のうえ、
伺います。
● 取り壊しをしたとき
　家屋の一部または全部を取り壊したり、年内に取り
壊す予定のある人は、「家屋滅失届」を提出してくださ
　　　　　　　　　　　　い。取り壊した建物は、翌
　　　　　　　　　　　　年度から固定資産税が課税
　　　　　　　　　　　　されなくなりますが、届け
　　　　　　　　　　　　出がないと課税されてしま
　　　　　　　　　　　　うことがありますので、早
　　　　　　　　　　　　めに連絡してください。
　なお、本届け出は登記とは関係ありませんので、登
記されている家屋の場合は、別途、滅失登記をしてく
ださい。
● 未登記家屋の所有者を変更したとき
　登記されていない家屋の所有者を変更したときは
「未登記家屋の所有者変更届」を提出してください。
　この手続きをしないと、翌年度以降も前の所有者に
課税されてしまいますので、忘れずに届け出をしてく
ださい。
　なお、本届け出は登記とは関係ありません。

問 税務課 固定資産税担当 ☎ 32-9141・FAX 32-0288

　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　
　　　　　　　　 　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

志賀町職員採用候補者試験

　令和４年４月１日から勤務する職員の採用候補者試
験受験申込みを受付しています。

◆受付期間　７月５日㊊～８月６日㊎17:00まで（必着）
◆受付場所　志賀町役場　総務課

　募集する職種、受験資格、試験日程など、詳しくは
「広報しか」７月号（前月号）または志賀町ホームページ
をご覧ください。

問 総務課　☎ 32-9311

家屋の新・増築、取り壊しの届け出について

志賀町へ移住した人へ

◆ 移住定住促進住まいづくり奨励金
　新築住宅購入で、
　　単身移住最大     90 万円
　　家族移住最大  170 万円　の交付

　　・ 単身 40 万円＋最大 50 万円加算
　　・ 家族 80 万円＋最大 90 万円加算
　
　※ 転入の日から 1年以内の人で工事請負契約締結
　　日から３カ月以内に申請が必要です。

◆ 移住定住促進空家リフォーム再生等助成金
　空家を購入、リフォームで
    　　　最大    100 万円  　を交付

　　・ 購入費助成　最大 50 万円
　　・ リフォーム費助成　最大 50 万円

　※ 転入の日から 1年以内の方で契約締結日から
　　３カ月以内に申請が必要です。

◆ 移住定住促進賃貸住宅家賃助成金
　民間賃貸住宅の家賃を、
　　　最大月額　２万円
　　　最大　　　３年間　の助成

　　・ 助成額 5 千円 / 月
　　・ 町内就業者へは最大 1万 5千円 / 月の加算

　※ 転勤など一時的な就業および公務員は対象と
　 　なりません。

問 企画財政課  ふるさと創生室  ☎ 32-9301

志賀町で就職した人へ

◆ ふるさと就業促進奨励金
　Ｕターン、Ｉターン、新規学卒者に奨励金を交付
　・ Ｕターン者（ 町内出身者）で、転入した日から

　　1年以内に新たに地元企業などへ就業で、20 万円
　・ Ｉターン者（ 町外出身者）で、転入した日から

　　1年以内に新たに地元企業などへ就業で、20 万円
　・ 新規学卒者（ 町内居住者）で、就学終了日から

　　1年以内に新たに地元企業などへ就業で、10 万円
　※ 就業の日から 1年および 2年経過後、
　　３カ月以内に申請が必要です。
　※転勤など一時的な就業および公務員は
　　対象となりません。

問 企画財政課  ふるさと創生室  ☎ 32-9301
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相談 ・お知らせ

相 談 内 容 日　　時 場所・応対先 問い合わせ先 備　考

無料法律相談
（予約制・先着８人） ８月16日㊊ 9:40 ～ 15:30 役場本庁舎

相談室
住民課
☎ 32-9121

対　象：住所が志賀町の人
相談員：國田武二郎弁護士
相談時間：１人 30分
予約先：住民課または支所

ひとり親家庭相談
相談員：自立支援員 ８月 26日㊍ 10:00～ 15:00 役場本庁舎

相談室
住民課
☎ 32-9122

就職・貸付金のことなど、
なんでも

総合相談
相談員：行政相談委員、
　　　人権擁護委員、
　　　民生委員・児童
　　　委員、司法書士、
　　　生活相談支援員

<富来地域 >
８月 10 日㊋

（司法書士：午前のみ）
10:00～ 15:00

富来行政センター 
２階 201・202
会議室

志賀町社会
福祉協議会
☎ 42-2545

日常生活の困りごとや、相談
先が分からない場合など気軽
に相談してください
※志賀地域の行政相談委員は
奇数月のみです

<志賀地域 >
８月６日㊎

（司法書士：午後のみ）

志賀町文化ホール
２階 21・23
研修室

志賀町社会福祉
協議会志賀支所
☎ 32-5003

障がい者福祉相談 ８月 11日㊌ 13:30～ 15:30 役場本庁舎
相談室

健康福祉課
☎ 32-9131
FAX 32-0288

障がい者福祉相談支援事業
所の相談員が応じます

こころの健康相談 ８月 20日㊎ 10:00～ 11:30 志賀町保健
福祉センター

能登中部保健福祉
センター

☎ 0767-53-2482

ひきこもり、うつ病、アルコール使
用障害、認知症などについて、悩み
や不安をお持ちの人、家族の相談に
専門医が応じます（相談は無料、要予約）

福祉・介護の仕事
セミナ＆個別相談 ８月 19日㊍ 10:00～ 11:30 ハローワーク

羽咋

石川県福祉の仕事
マッチング

サポートセンター
☎ 076-234-1151

福祉の仕事や資格取得、職場
体験などの相談に応じます

七尾法律相談センター
（予約制・先着５人）

８月５日㊍
８月19日㊍
８月26日㊍

13:30～ 16:20 パトリア５階
フォーラム七尾

金沢弁護士会
☎ 076-221-0242
※相談前日 17:00
までに予約必要

料金   5,500 円 (30 分以内 )
※クレサラ相談は初回無料
負担困難で法律援助資力基準
に該当すれば無料。(回数制限有)

司法書士  月イチ
休日電話相談会 ８月８日㊐㊗ 13:00～ 16:00 当日専用ダイヤル

☎ 076-292-1088
石川県司法書士会
☎ 076-291-7070

新型コロナウイルスに起因する法律
問題について相談

要約筆記・
手話通訳の案内 毎週月～金曜日 8:30 ～ 17:15 役場本庁舎

健康福祉課
☎ 32-9131
FAX 32-0288

要約筆記（文字で書いて伝え
る通訳）や手話で、行政手続
きをお手伝いします

■ 窓口延長業務　　　問 住民課　☎32-9121
日　　時 内　　容

８月７日㊏
14日㊏・21日㊏
28日㊏

9:00 ～ 12:30
住民票・戸籍・印鑑証明など
の発行・マイナンバーカード
交付業務

■ クリンクルはくい体験教室　時間 9:00 ～　場所：クリンクルはくい　　　 問申  ☎ 27-1153　FAX　27-1154
教　　室 日　　時 申込受付時間 講　　師 内　　容

エコクッキング教室
（予約制・定員20人）  ８月７日㊏ ７月29日㊍ ~

８月６日㊎ 室谷 加代子さん 料理づくりをとおして、ごみの処理方法を学びます
参加費：1,000 円、持ち物：エプロン、三角巾、箸

※都合により行われない場合があります。  

有　

料　

広　

告　

欄

■  町長談話室　　   問 総務課　☎32-9311
日　　時 場　所

８月11日㊌ 13:30 ～ 15:00 富来支所

８月18日㊌ 13:30 ～ 15:00 役場本庁舎

※都合により開設できない場合や、開始時刻および終了時刻が変更
となる場合がありますので、事前にご確認ください。

住まいと土地の総合案内所

みらい都志開発 ㈲みらい都志開発 ㈲

不動産のことなら何でもご相談下さい　―料金不要―
県外在住の方もお気軽にお電話下さい

羽咋市石野町ニ107羽咋市石野町ニ107（coco壱番屋さん向かい）（coco壱番屋さん向かい）
TEL（０７６７）２２－１５３７

http://www.mirai-toshi.jp 宅地建物取引業石川県知事（4）3772号宅地建物取引業石川県知事（4）3772号
不動産コンサルティングマスター不動産コンサルティングマスター

心の通うまちづくり心の通うまちづくり
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 志賀町保健福祉センター　☎ 32-0339問申

※新型コロナウイルス感染症の発生状況によって日程が変更となる場合があります。
※発熱や風邪症状がないことを確認して､ マスクを着用して来てください。発熱症状がある場合は控えてください。

健康カレンダー　掲示板

乳幼児健康診査乳幼児健康診査
内　容 実施日 対　象 場所

４カ月児健診
８月26日㊍

令和３年４月生まれ
志

３歳児健診 令和２年１月～２月生まれ

※詳細は「健診案内」( 個別に送付 ) をご覧ください。

【受付時間】４カ月児健診 13:00 ～ 13:30
１歳６カ月児健診 13:15 ～ 14:30

　※事前に予約、連絡が必要です。

健 康 相 談健 康 相 談

内　容 実施日 備　考 場所

いきいき健康相談 毎週金曜日 健診結果、血液検査結果持参
志

こころの健康相談 ８月20日㊎ １週間前までに予約してください

【開催時間】いきいき健康相談 10:00 ～ 11:30
こころの健康相談 10:00 ～ 11:30

すくすく子育てすくすく子育て
内　容 実施日 時　間 対　象 備　　考 場所

すくすく子育て相談 ８月26日㊍ 15:00 ～ 15:30  要相談
乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

事前に相談内容を連絡してください
志

ゆう遊クラブ
８月10日㊋ 10:30 ～ 11:30

※ 10:00から希望者には
　  計測を行っています

「骨密度&貧血測定」

８月24日㊋ 「ことばの発達のおはなし」 富

モグモグ教室 ８月17日㊋ 10:00 ～ 11:30 生後４カ月から離乳
食完了前のお子さん

志遊びの教室 ８月２日㊊ 9:30 ～ 11:30 お子さんの発達に不
安を感じている人 事前に相談内容を連絡してください

げんキッズ広場 毎週火・金曜日 10:00 ～ 12:00 乳幼児のお子さんと
お母さんどなたでも

　※対象：65 歳以上の人　※アスク以外は入館料が必要です

問 地域包括支援センター　☎ 32-9132介護予防介護予防

教室名 内　容 実施日 時　間 場　所

ほがらか教室 ストレッチ・
筋力強化運動

８月12日㊍
８月26日㊍

10:30 ～ 11:30 やすらぎ荘

志賀健幸教室 健康講話・軽体操
８月４日㊌
８月11日㊌
８月18日㊌

10:00 ～ 11:30 シルバー
ハウス

ニコニコ教室 ストレッチ・
筋力強化運動

８月６日㊎
８月20日㊎
８月27日㊎

10:00 ～ 11:30 と

いきいき貯筋
倶楽部

いきいき百歳体操
※祝日はお休みです

毎週月曜日 13:30 ～ 14:30 と
毎週水曜日 10:00 ～ 10:30 やすらぎ荘

毎週金曜日 9:40 ～ 10:10 シルバー
ハウス

シルバーリハビリ体操
体験会

シルバーリハビリ
体操 ８月６日㊎ 10:00 ～ 10:30 アスク

ポピア前

介護・もの忘れ
相談

本人やご家族からの
相談に専門職が
応じます（要予約）

毎週水曜日
時間と場所はご相談に

応じます。
（自宅に伺うこともできます）

志賀町華道協会

華
は な

だより

 素材 
　ガーベラ
　レザーファン
　てまり草

                         
片 山　愛
 【 池 坊 】

個  別  検  診個  別  検  診
　　6月から医療機関で、健康診査（特定健診、後期高齢者健診）
を実施しています。
　　医療機関によって、事前に予約が必要な場合があります。必ず
電話で確認してから受診してください。
　　受診する際は、事前の検温とマスク着用をお願いします。

10 月 30 日㊏まで

《実施会場》

志：志賀町保健福祉センター　　　富：富来保健福祉センター　
活：富来活性化センター　　　　　と：とぎ地域福祉センター　

 女性がん検診 ( 個別検診 ) 女性がん検診 ( 個別検診 )

　※８月から 12 月まで、協力医療機関で受診できます。
　　事前に保健福祉センターに申し込みが必要です。
　※クーポン券対象年齢の人は、無料で受診できます。
　　クーポン券を忘れずに提示してください。
　※医療機関には事前に予約、確認してから受診してく
　　ださい。
　※９月から集団検診を実施します。個別通知で確認して、
　　事前に保健福祉センターに申し込みしてください。

内　容 費用 対象者

 子宮頸がん
検診

1,000円 20歳以上
(平成14年3月31日以前生まれ)

無料
21歳
(平成12年４月２日
　～平成13年４月１日生まれ)

乳がん検診

1,000円 40歳以上
(昭和57年3月31日以前生まれ)

無料
41歳
(昭和55年４月２日
　～昭和56年４月１日生まれ)
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